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序章 本調査の背景と目的 

 

１．本調査の背景と目的 
 

本調査は、平成 24 年度に作成した「全体計画の中間取りまとめ」を基に県民・市民・地権者の

意見聴取等を行うとともに、普天間飛行場跡地及び周辺の整備に係る課題の整理や事業スキーム

（案）の検討を実施した上で、跡地利用計画に向けた行程計画（案）を作成するものである。 

あわせて、「全体計画の中間取りまとめ」の内容及び本業務にて整理する行程計画（案）の内容

を踏まえ、跡地利用計画の策定に向けた今後の取組み内容の具体化を図ることを目的として、沖縄

振興に向けた環境づくりや地域の特性を活かした環境づくりの「環境づくりの方針」に関する検討

や、多様な機能の複合によるまちづくりや土地利用需要の開拓と並行した計画づくりの「土地利用

及び機能導入の方針」に関する検討、幹線道路の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通軸の整備や緑

地空間の整備や供給処理、情報通信基盤の整備の「都市基盤整備の方針」に関する検討、周辺市街

地の改善と連携した跡地利用や跡地と周辺市街地にまたがる環境づくりと都市基盤整備の「周辺市

街地整備との連携の方針」に関する検討を実施することを目的とする。 

 本概要編は、調査報告書の中から各章の要点を抜き出したものである。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画(案)の作成   

 

１．跡地利用の事業スキーム（案）の作成と課題の抽出等 

本項では、当地区における「全体計画の中間取りまとめ」の内容を把握した上で、計画フレー

ム等（当地区に求められる土地利用や都市基盤整備の内容）を想定し、跡地利用の事業スキーム

（案）の作成を実施した。 

また、作成した事業スキーム（案）の実現可能性を検証するとともに、実現に向けた課題の抽

出を行った。さらに、これらの結果から、今後の取組みに反映すべき事項の整理を行った。 

 

 

（１）「全体計画の中間取りまとめ」の把握 

平成 24 年度に策定した「全体計画の中間取りまとめ」における「跡地利用の目標と実現に向

けた取組み」、「計画づくりの方針」、「空間構成の方針」を整理した。 

 

１）跡地利用の目標と実現に向けた取組み 

「沖縄21 世紀ビジョン基本計画」、「広域構想」等の広域計画や｢基本方針」を踏まえて、跡地

利用の目標等を取りまとめ、跡地利用計画の策定に向けた前提として位置付ける。 

跡地利用の目標 

新たな沖縄の振興拠点の形成 「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」や「広域構想」の実現に向

けて、普天間飛行場の跡地に期待される施策を導入し、新た

な沖縄の振興拠点を形成 

宜野湾市の新しい都市像を実現 跡地利用と周辺市街地整備の連携により、長期の基地使用に

起因する都市問題の解決や新たな施策の導入により、次世代

に継承する新しい都市像を実現 

地権者による土地活用を実現 基地使用により損なわれた地域特有の自然・歴史環境の再生

に取組み、接収後の社会経済状況の変化に対応した新たな土

地活用を実現 

跡地利用の実現に向けた取組み 

沖縄振興に向けた新たな需要の開拓 沖縄県や中南部都市圏の発展に向けて、県内外から跡地利用

に参加する開発事業者や立地企業･来住者を募り、沖縄振興に

向けた新たな需要を開拓 

世界に誇れる優れた環境の創造 跡地や周辺市街地の自然･歴史特性を活かして、緑豊かなまち

づくりや持続可能な世界に誇れる環境づくりに挑戦 

機能誘致等と土地活用の促進に向け

た計画的な用地供給 

計画的な用地供給により、跡地利用の目標の実現に向けた機

能誘致の促進や産業等の創出に取組み、地権者用地の土地活

用を促進 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

 ２）計画づくりの方針 

「沖縄21 世紀ビジョン基本計画」や「広域構想」等の広域計画、「行動計画」に基づき進めら

れてきた関連調査等による計画分野別の検討成果（環境づくり、土地利用及び機能導入、都市基

盤整備、周辺市街地整備との連携）を踏まえ、「全体計画の中間取りまとめ」における「計画づく

りの方針」を示すとともに、「計画内容の具体化」段階における今後の取組みの方向を以下に提示

する。 

 

 ①環境づくりの方針 

沖縄振興に向けた環境づくり 

沖縄振興の舞台となる「緑の中のま
ちづくり」 

大規模跡地ならではの「緑」の整備水準を目標 

これまでにない「緑の豊かさ」を見せる計画づくり 

環境の豊かさが持続するまちづくり 低炭素化や資源循環等の環境に配慮した先進的な取組みの導入 

環境づくりに向けた総合的な研究の推進 

地域の特性を活かした環境づくり 

まとまりある樹林地の保全・整備 生態系ネットワークの形成に向けた既存樹林の保全 

跡地の内外にまたがる西側斜面緑地の保全・整備 

地域特有の水循環の保全・活用 雨水地下浸透の促進による湧水量の維持 

地下水の水質の維持・改善 

跡地における地下水等の循環利用 

地下空洞への対応と保全・活用 地下空洞上部における土地利用の安全の確保 

地域特有の資源としての地下空洞の保全・活用 

「宜野湾」の歴史が見えるまちづく
り 

｢(仮)歴史まちづくりゾーン｣の風景づくり 

遺跡の現状保存と連携した環境づくり 

 

②土地利用及び機能導入の方針 

多様な機能の複合によるまちづくり 

振興拠点ゾーンの形成 沖縄振興に向けた基幹産業等の集積地形成 

機能誘致の促進等に向けた中核施設の整備 

都市拠点ゾーンの形成 まちづくりの原動力となる広域集客拠点の形成 

市民の新しい生活拠点となる市民センターの整備 

都心の生活利便を享受する都心共同住宅の導入 

居住ゾーンの形成 多様なライフスタイルの実現に向けた住宅地開発 

「旧集落」の空間再生に向けた風景づくり 

その他の公益的な施設用地等の計画
的な確保 

生活圏の再編とあわせた生活関連施設用地の確保 

既存の墓の再配置とあわせた墓地用地の計画的な確保 

土地利用需要の開拓と並行した計画づくり 

地権者の協働による用地供給の促進 地権者の協働に向けた意向醸成の促進 

まとまりある用地供給見通しの確保 

機能誘致見通しの確保に基づく計画
づくり 

跡地利用への参加を呼びかける情報発信 

機能誘致見通しの確保に向けた情報収集 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

③都市基盤整備の方針 

幹線道路の整備 

上位計画に基づく広域的な幹線道路
の整備 

「中部縦貫道路」の整備 

「宜野湾横断道路」の整備 

宜野湾市の都市幹線道路網の整備 都市幹線道路の整備 

地区幹線道路の整備 

鉄軌道を含む新たな公共交通軸の整備 

 鉄軌道を含む公共交通軸の導入を前提として効果的なルート

を想定 

鉄軌道を含む公共交通軸の活用に向けた計画づくりを推進 

緑地空間の整備 

広域計画に基づく（仮称）普天間公園
の整備 

跡地を活用した緑地の拡大 

沖縄振興の拠点となる交流空間の整備 

広域防災機能の導入 

自然・歴史特性の保全・活用に向けた
公園等の整備 

既存樹林や西側斜面緑地の保全と連携した公園等の整備 

「並松街道」の整備 

身近な生活の場となる公園等の整備 跡地の住宅地の魅力付けに向けた公園等の整備 

周辺市街地からの利用に向けた公園等の整備 

供給処理・情報通信基盤の整備 

供給処理基盤の整備 広域における既定計画に基づく施設整備 

水循環の保全に向けた雨水排水施設の整備 

再生可能エネルギーへの転換と連携した電力供給施設の整備

情報通信基盤の整備 情報通信環境の向上による産業立地の促進 

情報通信基盤の活用による生活の豊かさの追求 

 

④周辺市街地整備との連携の方針 

周辺市街地の改善と連携した跡地利用 

周辺市街地の再編 市街地の再開発等に必要な用地の供給 

既存施設の移転立地意向に対応した用地の供給 

跡地と周辺市街地にまたがる生活圏
の形成 

周辺市街地からの利用に向けた公園等の整備 

周辺市街地の既存施設利用による跡地の住宅立地の促進 

跡地と周辺市街地にまたがる環境づくりと都市基盤整備 

周辺市街地における環境づくり（周辺
市街地に関連する方針を再掲） 

西側斜面緑地の保全 

「並松街道」の再生 

湧水利用による農業、生物の生息･生育環境、民俗文化の継承

跡地に流入する河川や排水路の水質の改善 

周辺市街地における幹線道路の整備 周辺市街地整備から見た道路構造・ルートの選定 

周辺市街地における幹線道路の早期整備の推進 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

３）空間構成の方針 

「全体計画の中間取りまとめ」に基づく県民、市民及び地権者からの意見聴取や跡地利用への

参加を呼びかける情報発信等に向けて、目標とする跡地利用の姿をわかりやすく表すために、「計

画づくりの方針」をもとに土地利用や都市基盤施設の配置の方向を表した「空間構成の方針」を

以下に取りまとめる。 

 

①土地利用ゾーン配置の考え方 

三種類の土地利用ゾーンにふさわしい立地条件の確保を目標とした「配置方針」 

振興拠点ゾーンの配置 ｢リゾートコンベンション産業｣、｢医療・生命科学産業｣、「環境・エ

ネルギー産業」等の誘致を目標とし、跡地の西側斜面緑地の緩衝機能

や段丘端部からのオーシャンビューを活かせる位置に配置 

都市拠点ゾーンの配置 広域集客拠点や市民センター等の立地条件の確保を目標とし、広域的

な交通網の活用による集客力の確保、宜野湾市の中心としてふさわし

い位置等を重視して配置 

居住ゾーンの配置 周辺市街地との一体的な生活圏形成や旧集落の空間再生等を目標と

し、周辺市街地と隣接する跡地の外周部を中心として配置 

 

②緑地空間配置の考え方 

公園等の施設緑地を対象として、公園等の整備目的に対応した配置パターンを検討した「配置方

針」 

跡地振興の拠点となる緑地空

間の配置 

広域計画にもとづく（仮称)普天間公園は、振興の舞台となる環境づく

り、交流空間の整備、広域防災機能の導入など跡地振興の拠点となる

まとまりある緑地空間を配置 

跡地全体を網羅するネットワ

ーク状の緑地空間の配置 

「緑の豊かさ」を身近に感じる環境づくり、生物多様性を目指した「生

態回廊」の形成、地域バランスに配慮した地下水涵養等を目標として、

跡地全体を網羅するネットワーク状の緑地空間を配置 

自然･歴史特性の保全活用に向

けた緑地空間の配置 

斜面地の地形の保全と緑化による｢緑の豊かさ」の演出や｢並松街道」

の再生による歴史が見えるまちづくり等を重視して緑地空間を配置 

周辺市街地からの利用に向け

た緑地空間の配置 

緑地空間が不足する周辺市街地からの利用や跡地と周辺市街地にまた

がる一体的な生活圏形成の拠り所としての役割を重視して、周辺市街

地と隣接する跡地の区域に既存樹林を活かした緑地空間を配置 

 

③交通網配置の考え方 

幹線道路網は上位計画を基本とし、公共交通軸は跡地における整備効果を高めることを目標とし

た交通網の「配置方針」 

主要幹線道路（中部縦貫道路、宜

野湾横断道路）のルートの配置 

「中部縦貫道路」は跡地内を縦貫する都市幹線道路の位置に、「宜野

湾横断道路」は南側の都市幹線道路の位置に併設または共用による整

備を想定して配置 

跡地と周辺市街地にまたがる

幹線道路網の配置 

ルートの修正や追加を行うとともに、跡地と周辺市街地の一体性に配

慮して、宜野湾市全体の新しい幹線道路網を構築 

国道330 号と（仮称）普天間公園を結び跡地と周辺市街地の連携に向

けたシンボルとなる地区幹線道路（シンボル道路）を配置 

鉄軌道を含む新たな公共交通

軸の配置 

跡地における公共交通軸の整備効果を最大限に発揮させることを目標

として、広域的な集客拠点や居住ゾーンとの近接性に配慮して配置 
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図 1-1 配置方針図 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

（２）計画フレーム等の想定 

「全体計画の中間取りまとめ」から、当地区に求められる土地利用や都市基盤整備の内容を想

定した。 

 

１）土地利用 

当地区において、基幹産業の集積や中核施設の整備を図る「振興拠点ゾーン」、広域集客拠点

の形成や生活拠点の整備、都心共同住宅の導入を図る「都市拠点ゾーン」、多様なライフスタイル

の実現に向けた住宅地開発や旧集落の空間再生に向けた風景づくりを図る「居住ゾーン」、これら

３つのゾーン形成を土地利用の方針とする。 

●「振興拠点ゾーン」は、「リゾートコンベンション産業」や「医療生命科学産業」、「環境・

エネルギー産業」等の誘致を目標とし、段丘端部からのオーシャンビューを活かせる位置に

産業機能を配置する。また、産業機能の効果発現を図るために大規模な敷地を想定する。 

●「都市拠点ゾーン」は、広域的な交通網の活用による集客を図り、宜野湾市の中心としてふ

さわしい位置等を重視して配置する。また、都市の拠点形成を図るために大規模な敷地を想

定する。 

●「居住ゾーン」は、周辺市街地との一体的な生活圏形成や旧集落の空間再生等を目指し、周

辺市街地と隣接する跡地の外周部を中心として配置する。 

 

２）都市基盤 

●緑地空間 

・広域計画に基づき、跡地を活用した緑地の拡大、交流空間の整備、広域防災機能の導入を図

る「（仮称）普天間公園（約 100ha）」を配置 

・自然・歴史特性の保全・活用に向けた、既存樹林・西側斜面緑地の保全と連携した公園の配

置と並松街道の整備 

・身近な生活の場となるよう、住宅地の魅力付けに向けた公園や、周辺市街地からの利用に向

けた公園を配置 

 

●幹線道路 

・広域的幹線道路（中部縦貫道路、宜野湾横断道路）のルートの検討 

・跡地と周辺市街地にまたがる幹線道路網の検討 

 

●鉄軌道を含む新たな公共交通軸 

・鉄軌道を含む公共交通軸の導入を前提とした効果的なルートを想定 

 

●供給処理・情報通信基盤 

・広域における既定計画に基づく施設や水循環の保全に向けた雨水排水施設、再生可能エネル

ギーへの転換と連携した電力供給施設の配置 

・情報通信環境の向上による産業立地の促進や情報通信基盤の活用による生活の豊かさの追求
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

（３）事業スキーム（案）の作成 

跡地利用計画の具現化に向け、当地区の開発に向けた課題等を整理し、想定した計画フレー

ムを前提とした事業スキーム（案）を作成した。 

 

１）当地区の開発に向けた課題等 

地区の現状や土地利用等の考え方から、当地区の開発に向けての課題等を以下に整理する。 

・地区面積が約 480.5ha と広大であり、公共施設整備と宅地の利用促進を図る必要がある。 

・地権者数は、3,000 人以上と非常に多く、合意形成が容易ではない。（なお、今後、相続

等により、さらに地権者数は増加することが想定される。） 

・土地活用に対する多様な地権者意向があり、意向に応じた土地活用選択肢が求められる。 

・土地活用しにくい斜面緑地がある。 

・更地で返還されるため、存置物件がなく、建物移転補償費などが発生しない。 

・現況で概ね 1,000 ㎡程度の敷地所有者が多く、大規模な土地利用が想定される「振興拠

点ゾーン」や「都市拠点ゾーン」では、共同利用の検討が必要となる。 

・跡地利用推進法を活用した先行買収を実施した場合、先行買収地の点在が想定される。 

・地区内に大規模な公園（（仮称）普天間公園：100ha 以上を想定）や広域的幹線道路（中

部縦貫道路、宜野湾横断道路）を確保する必要がある。 

・鉄道用地については、確実に鉄道事業者用の宅地とする必要がある。 

 

２）事業スキーム（案）の作成 

当地区の開発に向けた課題等の整理から、当地区の事業スキーム（案）の考え方を以下に

整理する。 

・跡地利用推進法により「特定駐留軍用地」に指定されていることから、必要な先行買収

を実施することを前提とする。 

・地区面積や地権者数、地権者意向及び、先行返還地の事例等を踏まえ、当地区における

事業手法は「土地区画整理事業」を前提とする。 

・従前地を自ら利用している地権者がいないことや、土地区画整理事業における地権者の

土地活用意向の選択肢を広げる観点、更には大規模公園や広域的幹線道路の整備、先行

買収の実施等を踏まえ、事業実施にあたっては、申出換地制度の活用を検討する。 

・「振興拠点ゾーン」や「都市拠点ゾーン」については、大規模な土地活用を促進すべく共

同利用街区の設定を想定する。 

・土地区画整理事業の事業性確保の観点から、公共減歩による公園は、近隣公園や街区公

園等の住区サービス公園を想定、公共減歩による道路は、地区幹線道路や区画道路を想

定し、大規模公園については、その他都市公園整備事業等、広域的幹線道路については、

その他街路整備事業等による整備を想定する。 

 

当地区の事業スキーム（案）の考え方に基づき、事業スキーム（案）を次頁に提案する。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

■事業スキーム（案） 

①内閣総理大臣による特定駐留軍用地の指定 

・普天間飛行場跡地（約 480.5ha）を「特定駐留軍用地」として指定（平成 24 年 5 月 25 日指定） 

 

②地方公共団体又は土地公社による先行買収 

・跡地利用推進法を活用し、土地の先行取得を実施 

地方公共団体による先行買収 

（従前公共用地として買収） 

地方公共団体による先行買収 
（鉄道用地（宅地）として買収） 

土地公社による先行買収 
（公有宅地として買収） 
 
 

③土地区画整理事業＋都市公園整備事業＋街路事業＋鉄道事業等の一体的な施行の実施 

・先行買収公共用地を、（仮称）普天間公園予定地や幹線街路予定地に配置し、都市公園事業や街路事

業を実施 

・先行買収の鉄道用地（宅地）を鉄道予定地に換地し、鉄道事業者が土地を購入し、鉄道事業を実施 

・土地区画整理事業により、必要な公共施設整備を実施 

・先行買収の公有宅地の集約により、公的機関による大規模敷地を形成 

・共同利用希望者の土地を集約し、地権者による大規模敷地（共同利用街区）を形成 

・個別の土地活用希望者の土地を個別活用が可能な場所に換地 

（事業実施前）     （事業実施後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④民間事業者等と連携した土地活用の推進と宅地内緑地の保全 

・公的機関による大規模敷地における民間と連携した特定事業の実施（ＰＦＩ・ＰＰＰ事業等の導入） 

・地権者による大規模敷地における民間と連携した定期借地権などによる安定した土地活用 

・保留地の早期整備・早期処分による確実な資金回収の実施 

・大規模敷地内における緑地の保全 

  

 

 

普天間
公園 

先行買収地
の集約 

先行買
収地の
集約 

共同
利用
街区

 
保留地

共同 
利用 
街区 

   幹線街路

鉄
道
用
地
 

土地区画整理事業 
による公共施設整備 

（道路・公園・下水道等）

個別の土地活用 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

（４）実現可能性の検証及び課題の抽出 

作成した事業スキーム（案）の実現可能性を検証するとともに、実現に向けた課題の抽出を

行った。 

 

①地方公共団体又は土地公社による先行買収 

実現可能性 課題の抽出 

・跡地利用推進法により、既に「特定駐留

軍用地」に指定されており、特定事業の

見通しを定めることで、地方公共団体や

土地公社による土地の先行取得を実施

中である。 

 

 

⇒斜面緑地等については、現在の借地料ルール

と土地区画整理事業の土地評価の差異によ

る不公平感が生じる可能性が高い。跡地利用

推進法により、先行取得することで、公共減

歩率の軽減や不公平感の緩和などの効果が

あることから、可能な限り、先行買収を行う

ことが望ましい。 

⇒なお、先行買収における取得目標面積の達成

が困難な場合は、地主会との協力のもと、一

律割合の供出ルールの作成等、善後策の検討

が必要である。 

⇒特定事業については、民間企業でも実施可能

な事業（社会福祉施設、一団地の住宅施設等）

もあることから、土地の先行取得にあたって

は、特定事業を実施する事業者となり得る信

頼できる者（土地区画整理事業施行者や鉄道

事業者など）による土地の先行取得を可能と

することなど、跡地利用推進法の拡充の検討

も考えられる。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

②土地区画整理事業＋都市公園整備事業＋街路事業＋鉄道事業等の一体的な施行の実施 

 

 

 実現可能性 課題の抽出 

土
地
区
画
整
理
事
業 

（事業性） 

・大規模公園や広域的幹線道路につ

いて、土地区画整理事業と別で事

業を行うとともに、先行買収によ

る従前公共用地を増やすことで、

公共減歩の低減を図ることが可

能である。 

・保留地の早期整備・早期処分によ

る確実な事業資金の早期回収を

行うことで、事業リスクを回避す

ることが可能である。 

⇒先行買収の状況や土地区画整理事業の事業性

等を勘案し、土地区画整理事業の事業区域を

決定する必要がある。 

⇒保留地の早期整備・早期処分を可能とする工

事展開の立案と事業協力者（エンドユーザー）

が見つけやすい場所を保留地とする換地計画

の立案などが必要となる。 

（事業主体） 

・事業規模や地権者数、事業期間等

を踏まえ、「公共団体施行」、「都

市機構施行」などの公的機関によ

る実施が望ましい。 

・地権者組織から成る「組合施行」

の場合、民間デベロッパーによる

「業務代行方式」等の導入が想定

されるが、事業リスクも大きく、

実施事業者の選定が難しいこと

が想定される。 

・「会社施行」については、実施事

例も少なく、実現性に乏しい。 

⇒「公共団体施行」の場合、土地区画整理事業

の実務経験が少なく、公共団体に事業推進に

あたっての技術ノウハウが蓄積されていない

ことも想定され、経験がある他の公共団体や

ＵＲ都市機構との人事交流や民間事業者等と

の連携など、円滑な事業推進体制を整える必

要がある。 

⇒「都市機構施行」については、現在、都市機

構業務に該当しないことから、法律の改正等

が必要となる。 

 

（合意形成） 

・地権者数が多く、相続等の発生に

より、さらに地権者数が増加する

こと、多様な土地活用意向がある

こと等から、円滑な地権者の合意

形成が事業実現のポイントとな

る。 

⇒早い段階から、地権者への情報発信を実施し、

事業に対する理解促進を図る必要がある。 

⇒返還地の特性から、公図がない、一部土地所

有者が特定できないといった状況が考えられ

るため、権利関係の整理を早めに着手する等

の工夫が必要である。 

⇒地権者の土地活用を実現（特に共同利用によ

る）するためには、民間事業者の事業意欲把

握や地権者勉強会の実施、地権者と事業者の

マッチング支援等を実施する必要がある。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

街
路
事
業 

・広域的幹線道路は、土地区画整理

事業の公共減歩により供出する

ことが適さない道路であり、別事

業で整備する事例も多い。 

・跡地利用推進法の活用により、道

路用地の先行買収も可能である。

⇒広域的幹線道路の配置は、土地利用計画に大

きく影響を及ぼすことから、土地区画整理事

業と街路事業が相互連携して計画立案を実施

する必要がある。 

⇒合わせて、周辺市街地にまたがることから、

周辺市街地整備から見た道路構造やルートの

選定などの検討も必要である。 

鉄
道
事
業 

・鉄道用地については、確実に鉄道

事業者用の宅地とする必要があ

るが、土地区画整理事業により先

行買収地を集約することが可能

である。 

⇒「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備

の一体的推進に関する特別措置法」の適用範

囲（現在、首都圏・近畿圏・中部圏において

適用可）の拡充など、宅地開発及び鉄道整備

を一体的に推進するために必要な特別措置を

講じた法律の整備が必要である。 

 

  

 実現可能性 課題の抽出 

土
地
区
画
整
理
事
業 

（申出換地制度の活用の検討） 

・先行買収が可能なこと、土地活用

意向に応じた換地位置とするこ

とが可能な申出換地制度を導入

することで、多様な土地活用意向

に応じることが可能となる。 

・申出換地制度を活用することで、

共同利用街区の形成や先行買収

地の集約などが可能となり、大規

模土地利用が実現ができる。 

⇒申出換地制度の活用の検討にあたっては、公

平性､平等性を担保しつつ、規模の過不足や位

置の優先順位等の調整方法のルール化などを

行う必要がある。 

⇒地権者の意向の変化などによる申出撤回を防

止し、共同利用街区の事業者の選定や事業者

との条件調整等を進める組織づくりやルール

づくりをサポートするなど、地権者が参画し

やすい方策を検討する必要がある。 

都
市
公
園
整
備
事
業 

・大規模公園は、土地区画整理事業

の公共減歩により供出すること

が適さない公園であり、別事業で

整備する事例も多い。 

・跡地利用推進法の活用により、公

園用地の先行買収も可能である。

⇒（仮称）普天間公園は、国家的な記念事業と

して、「国営公園」を視野に入れた検討が必要

である。 

⇒（仮称）普天間公園は、広域的な緑地ネット

ワーク機能、地下水系の保全、平和希求のシ

ンボル性、広域的な防災機能などの役割が求

められており、当地区内だけでなく、周辺地

域も含めた公園計画の立案が必要である。 

⇒また、地域全体でのポテンシャルアップにつ

ながるよう、西海岸地域との連携や役割分担

などを行う必要がある。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

③民間事業者等と連携した土地活用の推進と宅地内緑地の確保 

 

 

 

  

実現可能性 課題の抽出 

・公有地における特定事業の実施にあたっ

ては、ＰＦＩやＰＰＰ事業等による官民

連携手法が有効であり、実施事例も多

い。 

・地権者による共同利用街区等では、定期

借地権等を活用した安定した土地活用

が有効であり、実施事例も多い。 

⇒早期の土地活用推進に向けては、土地区画整

理事業と並行して、建物整備を含む事業計画

の検討を進める必要がある。 

⇒民間事業者の事業意欲の把握や地区の土地活

用情報の発信など、継続的な企業誘致活動が

必要である。 

・大規模敷地内において緑地の保全や確保

を担保する制度を活用することで、その

実現は可能である。 

⇒緑の保全制度の特性を捉え、当地区や対象地

にあった制度の導入が必要である。 

⇒緑の保全については、地権者等に管理費用な

どの負担が発生することから、維持管理に対

する継続的な支援の検討も必要である。 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

２．跡地利用の取組みの行程計画（案）の作成 

跡地利用計画（素案）の策定に向け、当面の各分野における取組み内容について整理する

ために、取組みの行程計画（案）について検討した。 

 

（１）基本的な考え方 

１）行程計画（案）の位置付け 

平成 19 年 5 月に宜野湾市と沖縄県は、共同で跡地利用計画を策定するまでの取組みのフ

ロー、内容、体制等を定めた「普天間飛行場跡地利用計画の策定に向けた行動計画」を策定

しており、これまで、この行動計画に基づき、跡地利用計画づくりに向けた取組みが推進さ

れ、昨年度の「全体計画の中間取りまとめ」策定に至っている。 

本項では、これまでに整理・検討が行われてきた上記の取組みを踏まえた上で、駐留軍用

地跡地返還後における速やかな事業着手に向けて策定される「跡地利用計画（素案）」を作

成するまでの手順並びに進め方となる「行程計画（案）」を策定した。 

 

  

普
天
間
飛
行
場
跡
地
利
用
基
本
方
針

○ 合意形成の実現に向けた取組

○ 計画づくりに向けた取組

○ 跡地利用の実現に向けた取組

跡
地
利
用
計
画

前提条件の
整理分析

全体計画の中間取りまとめ

県民・地権者等との合意形成の促進

県内外に向けた「跡地利用情報」の発信

今後の計画づくりの推進

平成18年2月

移行

行
程
計
画

移行

計
画
内
容
の
具
体
化

平成25年度 平成28年度

随
時
見
直
し

＜跡地利用計画にて定める計画の内容＞
・土地利用計画案
・骨格的インフラの内容、位置、規格

（
素
案
） 

図 1-2 行程計画（案）の位置付け 

み 

み 

み 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

 

２）行程計画（案）策定の視点 

行程計画（案）の策定に向けては、跡地利用の実現化に向け「今後の計画づくりの推進」

に関する行程のみならず、「県民・地権者等との合意形成の促進」及び「県内外に向けた「跡

地利用情報」の発信」を含めた 3つの取組みについて、相互関連性に配慮して計画策定を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本行程計画（案）は、「計画内容の具体化」や「跡地利用計画（素案）」の策定に向

けたロードマップになることから、計画の策定にあたっては、現時点にて想定できる限りの

情報を反映し、具体的な計画期間を盛り込んだ形で整理した。 

 
計画の前提条件

の整理分析
計画内容の

具体化

環境づくり

土地利用及び機能導入

都市基盤整備

周辺市街地整備との連携

県内外に向けた「跡地利用情報」の発信

中
間
と
り
ま
と
め

跡
地
利
用
計
画
（

素
案
）県民・地権者等との合意形成の促進

計画方針の
とりまとめ

跡地利用
計画（素案）策定

全体計画
今
後
の
計
画
づ
く
り
の
推
進

計画期間等を想定

した、詳細な行程

計画の策定

図 1-3 行程計画（案）策定の視点 

 
● 地権者及び県民・市民の意向反映や合意形成のための方策や手順を検討し、計

画づくりに向けた取組みと連携して、意向反映活動、合意形成活動を実施 

 
● 基本方針の分野別の方針に基づき、分野間の連携、整合を図りつつ、計画づく

りに向けた具体的な検討を行い、それらを集大成して全体計画を策定 

 
● 計画づくりに向けた取組みと並行して、実施手法や機能誘致可能性等に係る検

討を行い、計画の実現性を検証 

県民・地権者との合意形成の促進 

県内外に向けた「跡地利用情報」の発信 

今後の計画づくりの推進 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

（２）行程計画（案） 

  

※状況の変化により適宜見直し  

計画の精査・事業実施の準備

2013(平成25)年度 2017(平成29)年度～

計画策定の条件整理
関連計画との調整

現地調査結果の反映、計画案の見直
し

法定手続き

沖縄振興の舞台となる
「緑の中のまちづく
り」

環境の豊かさが持続す
るまちづくり

まとまりのある樹林地
の保全・整備

地域特有の水循環の保
全・活用

地下空洞への対応と保
全活用

「宜野湾」の歴史が見
えるまちづくり

振興拠点ゾーンの形成

都市拠点ゾーンの形成

居住ゾーンの形成

その他公益的な施設用
地等の計画的な確保

地権者の協働による用
地供給の促進

機能誘致見通しの確保
に基づく計画づくり

今
後
の
計
画
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
み

全体計画 計画策定条件、整備方針検討 計画策定に関する素案の検討
関連計画との調整、素案の見直し

計画案取りまとめ

計画内容の具体化（2016(平成28)年までに跡地利用計画（素案）を策定）

2014(平成26)年度 2015(平成27)年度 2016(平成28)年度

環
境
づ
く
り
の
方
針

沖
縄
振
興
に
向
け
た

環
境
づ
く
り

地
域
の
特
性
を
活
か
し
た

環
境
づ
く
り

土
地
利
用
及
び
機
能
導
入
の
方
針

多
様
な
機
能
の
複
合
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り

土
地
需
要
の
開
拓
と

並
行
し
た
計
画
づ
く
り

緑の拠点とネットワーク

緑化誘導手法の検討

跡

地

利

用

計

画

（

素

案

）
の

策

定

導入すべき先進的取組みの方向性検討

並松街道、旧集落の再生

イメージの検討

樹林地の状況把握、保全活用策検討

公園、道路緑化、敷地内緑化計画への反映事項抽出

湧水量の保全方策、地下水の水質維持方策検討

水系、地下水状況把握、計画への反映事項抽出

地下空間の状況把握、安全対策、保全・活用方策検討

計画への反映事項抽出

導入すべき先進的取組みの技術検討

「緑」の整備に関連する

土地利用や都市基盤反映事項取りまとめ

地下空間の状況把握

計画への更なる反映事項抽出

水系、地下水状況把握

計画への反映事項抽出

樹林地の状況把握

計画への更なる反映事項抽出

計画への更なる反映事項

取りまとめ

歴史が見えるゾーンの風景づくり演出検討
遺跡の現状把握、保全・活用方策の検討、計画反映事項抽出

歴史が見えるゾーンの景観誘導、回遊ルートの検討

遺跡の状況把握、更なる反映事項抽出

機能導入の検討

中核施設の

計画内容の検討

周辺開発計画との調整

中核施設、公共公益施設の整備内容

周辺計画との調整、整合

都市拠点ゾーンのコンセプト検討

立地関心企業等の意向を踏まえた

誘致機能の検討具体化

中核的施設の導入方策検討

広域集客拠点、市民センター、

共同住宅の導入検討

基幹産業、中核施設の規模及び配置に

関する検討土地利用素案の策定

住宅開発のモデルプラン検討
居住ゾーンの規模及び配置

に関する検討土地利用素案の策定

生活関連施設の導入に

関する調整、検討

その他公益的施設の規模及び配置

に関する検討土地利用素案の策定生活圏の再編と合わせた導入機能の抽出

「緑」の保全・活用に関する方策、

制度の詳細検討（地区計画、風致計画等）

勉強会を活用した情報提供 共同利用の情報提供

まとまりのある用地確保に向けた取組み推進

供給可能用地の見通し検討
供給可能用地の

仮設定

立地関心リストによる

誘致見通し情報提供

誘致状況等の

情報提供

地下空間の状況把握

計画への更なる反映事項抽出

水系、地下水状況把握

計画への反映事項抽出

樹林地の状況把握

計画への更なる反映事項抽出

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

緑の中のまちづくりを実現する

環境づくりの計画策定

土地利用の適宜見直し

立地誘導に向けた取組み推進

立地誘導に向けた取組み推進

立地誘導に向けた取組み推進

立地誘導に向けた取組み推進

供給可能用地の適宜見直し

環境づくりの計画適宜見直し

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

周辺計画との調整、整合

居住ゾーンのコンセプト検討

広域集客拠点、市民センター、共同住宅の

規模及び配置に関する検討土地利用素案の策定

跡地全体の風景づくり検討

広域景観・都市構造等のあり方検討

【凡例】 

   第１優先検討事項 

    第２優先検討事項 

   第３優先検討事項 

   計画策定に向けた検討事項 

   計画策定後の検討事項 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

 

 

 

  

※状況の変化により適宜見直し  

計画の精査・事業実施の準備

2013(平成25)年度 2017(平成29)年度～

上位計画に基づく広域
的な幹線道路の整備

宜野湾市の都市幹線道
路網の整備

広域計画に基づく（仮
称）普天間公園の整備

自然・歴史特性の保
全・活用に向けた公園
等の整備

身近な生活の場となる
公園等の整備

供給処理基盤の整備

情報通信基盤の整備

周辺市街地の再編

跡地と周辺市街地に
またがる生活圏の再編

周辺市街地における
環境づくり

周辺市街地における
幹線道路の整備

計画内容の具体化（2016(平成28)年までに跡地利用計画（素案）を策定）

2014(平成26)年度 2015(平成27)年度 2016(平成28)年度

今
後
の
計
画
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
み

都
市
基
盤
整
備
の
方
針

幹
線
道
路
の
整
備

鉄軌道を含む新たな
公共交通軸の整備

緑
地
空
間
の
整
備

供
給
処
理
・
情
報
通
信

基
盤
の
整
備

周
辺
市
街
地
と
の
連
携
の
方
針

周
辺
市
街
地
の
改
善
と

連
携
し
た
跡
地
利
用

跡
地
と
周
辺
市
街
地
が
ま
た
が
る

環
境
づ
く
り
と
都
市
基
盤

広域幹線道路計画

中部縦貫道路、宜野湾横断道路の整備方針策定

現地状況を踏まえた規格、ルート等の検討

土地利用計画、その他都市基盤検討状況との調整

規格、ルート等の見直し

現地調査を踏まえた整備方針の検討

ルート、駅位置等の検討

公共交通活用型の全体交通計画検討

鉄軌道等公共交通計画の状況把握と連携、調整

ルート、駅位置等の見直し、規格、構造等の検討

現地状況を踏まえた交流空間のあり方や規模、

位置、内容等の整備イメージ検討
（仮称）普天間公園基本構想の策定 （仮称）普天間公園の基本計画策定

都市計画手続き等に向けた検討

適宜計画への反映

現地状況を踏まえた整備方針の検討

広域的幹線道路の基本計画案の検討

土地利用計画、その他都市基盤検討状況との調整

規格、ルート等の検討
都市幹線道路の概略計画策定 跡地利用計画(案)の策定

跡地利用計画(案)の策定

適宜見直しの実施

都市計画手続き等の推進

鉄軌道、フィーダー交通の検討
全体交通計画の適宜見直し

公園の位置づけ、機能方針

拠点施設の検討

広域防災拠点としての整備内容検討 都市計画手続き事前準備

跡地利用計画(案)の策定

適宜見直しの実施

都市計画手続きの推進

現地状況を踏まえた整備方針の検討
緑の整備に関する反映事項を踏まえた

公園配置計画、並松街道整備イメージの検討
公園、並松街道等概略計画策定

現地状況を踏まえた整備方針の検討
緑の整備に関する反映事項を踏まえた

公園配置計画の検討
公園概略計画策定

供給処理基盤導入方策の検討 供給処理概略計画策定

情報通信基盤概略計画策定
情報通信基盤の導入方策検討

整備方針と課題の対応策検討

周辺市街地の再編、既存施設再配置整備計画

との計画調整、すり合わせ

一体的な生活圏形成に関する対象施設の抽出

新規整備機能、既存機能の相互利用計画の検討

土地利用、道路、公園等計画への反映

周辺市街地における都市基盤の整備実施

適宜計画への反映

周辺市街地における環境づくりの方針検討

計画反映事項の抽出

周辺市街地における幹線道路整備方針検討

計画反映事項の抽出 土地利用、道路、公園等計画への反映周辺道路体系の整理

跡

地

利

用

計

画

（

素

案

）
の

策

定

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

広域緑地計画の策定

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

事業化に向けた計画案の策定

（導入ルート、事業主体、整備手法）

基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
実
施

供給処理基盤導入機能の抽出

情報通信基盤の導入機能の抽出

供給処理基盤整備の方向性整理

情報通信基盤の方向性整理

中部縦貫ルート変更による影響の検討

周辺まちづくりの整理

跡地利用計画(案)の策定

跡地利用計画(案)の策定

跡地利用計画(案)の策定

跡地利用計画(案)の策定

【凡例】 

   第１優先検討事項 

    第２優先検討事項 

   第３優先検討事項 

   計画策定に向けた検討事項 

   計画策定後の検討事項 
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第Ⅰ章 跡地利用の事業実現性から見た課題の整理と行程計画（案）の作成 

 

  

※状況の変化により適宜見直し  

計画の精査・事業実施の準備

2013(平成25)年度 2017(平成29)年度～

「中間取りまとめ」
情報発信開始

計画素案の周知
事業化に向けた地権者組織の組成

機能誘致方針の検討
情報発信開始

認可手続き

計画内容の具体化（2016(平成28)年までに跡地利用計画（素案）を策定）

2014(平成26)年度 2015(平成27)年度 2016(平成28)年度

県民・地権者等との
合意形成の促進に向けた取組み

「中間取りまとめ」に関する意向把握、計画作成への反映
地権者勉強会の取組み開始

計画素案に関する情報発信、意向把握、素案作成への反映
共同利用による土地活用の機運醸成

計画素案に関する情報発信、意向把握、案作成への反映
エリアマネジメント組織組成準備

県内外に向けた「跡地利用情報」
の発信に向けた取組み

広報営業活動本格化
インセンティブ方策検討

事業フレーム算定
立地関心企業リスト作成

事業計画案策定
インセンティブ実現化に向けた調整

パンフレット

県内フォーラムの開催

定期的な更新、情報追加、運営

計画素案に関する説明会、意見交換会、情報発信、意向把握整備方針に関する説明会、意見交換会、情報発信、意向把握 計画素案に関するフォーラム

意向把握（アンケート、ヒアリング）

説明会、意見交換会

ホームページの全面改訂、更新、運営

地権者土地活用意向の把握

（第１回アンケート）

勉強会発足、共同利用情報発信

地権者土地活用意向の把握（自己利用、賃貸活用、土地処分

．．．）（第２回アンケート）

土地活用勉強会運営（共同利用）

事例調査、視察会

土地活用勉強会運営（エリアマネジメント）

地権者土地活用意向の把握（エリアマネジメントの取組）

事例調査、視察会

本格的な土地の先行取得推進

組織組成 活動開始

エリアマネジメント検討、調整

県内外、国内外企業へのＰＲ、情報発信

地権者、県内外、国内外企業への広報プロモーション活動

立地関心企業リストの作成 立地関心企業リストの更新、運用

立地進出インセンティブのあり方検討 制度整備に向けた調整 手続き

早期、都市インフラ整備・都市機能配置に向けた検討

跡

地

利

用

計

画

（

素

案

）
の

策

定

国際フォーラムの実施 国際コンペの実施

内容の一部更新改訂

ホームページの作成

全面改訂 内容を事業紹介的なものへ

■内容（開催場所、意見収集方法、掲示物）を見直し、更新しながら実施

県民フォーラムの定期的開催（年1回）

計画素案に関する説明会、意見交換会、情報発信、意向把握

■年度ごとに一部更新（県内向けにテーマごとのバージョンに派生展開）

■エリアの資源を活かした緑のまち編 ■若手の会、ねたてのまちBMの活動取材編

■沖縄で働き、学び、憩う、暮らす、活かす編 ■つながる編（市街地が、市が広域連携、アジアと）

全面改訂 内容を事業紹介的なものへ

プロモーション映像

（中間取りまとめ）
経済効果など

最新データ等盛込む

各分科会に合わせた

内容編を準備
企業によるコンソーシアム結成■年度ごとに一部更新

3月グループインタビューを開

催（中間取りまとめの説明）
ミニフォーラム開催（最新の情

報で or 企業のプレゼンなど）

ミニフォーラム開催

（分科会の立ち上げなど）
企業によるフォーラム開催（年2回） 国際フォーラム、コンペ開催

具体的なテーマ設定 海外での展開も視野 ２次開発に関与する

企業への呼びかけ

■情報発信/関心興味喚起

キャラバン(意向把握/アンケート)

プロモーション映像（中間とりまとめ）

【凡例】 

   第１優先検討事項 

    第２優先検討事項 

   第３優先検討事項 

   計画策定に向けた検討事項 

   計画策定後の検討事項 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

１．環境づくりの方針 

  本項では「全体計画の中間取りまとめ」に基づき、跡地利用の事業スキーム（案）及び課題、

並びに跡地利用の取組みの行程計画（案）を踏まえ、跡地利用計画の策定に向けた今後の環境づ

くりに関する取組み内容の具体化に関する検討を実施する。検討のフローは以下の通りであり、

過年度成果におけるポイントや上位計画、既存資料の整理については、参考資料を参照のこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過年度検討結果における環境づくりに関する方針 
  
 

  

■検討内容 
 ランドシャフトの概念に基づく環境づくりの計画に向けた方針、手法、イメージの具体・深度化 

（緑地ネットワーク及び都市構造／歴史まちづくり／（仮称）普天間公園など） 

  

・ランドスケープ評価要因である自然資源（地形／洞
窟及び水系／水盆／洞穴・湧水／緑地・樹林地）及
び歴史資源（並松街道／集落／文化財）の顕在化と
その重ね合わせから得られるランク付け及びゾーニ
ング 

・普天間飛行場跡地内に想定される機能の例示 

＜課題＞ ○市街地面積の 30％以上の緑地の確保を目標として、「施設緑地」と「地域制緑地」による緑化を検討
し、これまでにない「緑の豊かさ」を見せるための計画手法の検討 

⇒環境づくりの具体化検討、緑の中のまちづくり
○生態系ネットワークの形成に向けた既存樹林の保全や跡地内外にまたがる西側斜面緑地の保全・整

備の手法等に関する検討 ⇒緑の中のまちづくり 
○旧集落と並松街道の再生へ向けた計画づくりや歴史まちづくりゾーンの区域設定とあわせた風景づく

りの演出等に向けた検討  ⇒「宜野湾の歴史」が見えるまちづくり・環境づくり 
○緑地の計画フレームに関する検討を行い、（仮称）普天間公園の規模や施設内容等に関する計画に

反映 ⇒（仮称）普天間公園の検討 

・これまでの成果について環境づくり、土地利用及び機能導
入、都市基盤整備、周辺市街地の連携の方針を中間とり
まとめとして整理 

・配置方針図を整理（振興拠点ゾーン・都市拠点ゾーン・居
住ゾーン・公園） 

・今後の課題及び検討内容を提示 

中
南
部
都
市
圏
駐
留
軍
用
地

普
天
間
飛
行
場
跡
地

・現状の関係市町村の保全施策整理 
・現存する緑＋計画されている緑＋
傾斜地で守る（創る）緑にて、中南
部都市圏における緑のネットワーク
の方向性を提示 

・中南部都市圏駐留軍用地における
緑地配置方針の提示 

・6 地区全体の広域の産業・機能導
入と連携した水と緑の構造・ネット
ワーク化 

・広域的観点からの普天間飛行場
跡地内の基本構造の明示（東側緑
地と西側斜面緑地軸、大規模公園
（約 100ha）の配置、中央の都市
軸） 

「宜野湾の歴史」が見えるまちづくり（⇒旧集落跡のまちづ
くり、及び並松街道の再生イメージの具体化） 

緑の中のまちづくり（⇒自然・歴史資源に基づいた保全すべき緑の拠点、および拠点同士をつなぐ緑の配置・手法・
イメージの具体化、アクションプランの策定） 

 
 

（仮称）普天間公園の検討（⇒（仮称）普天間公園の位
置づけ整理による機能・配置の具体化） 

（仮称）普天間公園
の機能配置

・求められる公園機能の
配置・イメージの具体化

（仮称）普天間公園
の位置づけ 

・県内の新たな大規模
公園としての位置付け 

並松街道 
・並木再生のため手法・
イメージの具体化 

・アクションプラン策定 

緑をつくる（施設緑地）
・公園：自然・歴史資源を活かし、平和のシン
ボルとなる拠点 

・道路等：地下水の涵養を促す大規模な緑道 

緑を育てる
（地域制緑地） 
・民有地の敷地内
緑化 

旧集落 
・旧集落の歴史的特徴と既
往計画における位置づけ 

・各地区の土地性にあったま
ちづくり方針の検討 

保全すべき緑…緑地ネットワークの拠点と
なる緑 

創出する緑…「これまでにない緑の豊かさ」を実現し、緑地ネットワ
ークの拠点あるいは拠点同士をつなぐ緑 

緑を守る（地域制緑地） 
・西側斜面緑地：キャンプ瑞慶覧と連続する
自然・生態系の観点から重要な緑地 

・東側緑地：歴史・文化を守り、活かす緑地

「全
体
計
画
の
中
間
取
り
ま
と
め
」の
配
置
方
針
図
を
微
修
正 

普天間飛行場跡地利用計
画方針策定調査報告書 
（広域緑地（普天間公園等）
検討委員会編）（沖縄県） 

普天間飛行場跡地利用計画方針
策定調査報告書 
「全体計画の中間取りまとめ」（沖
縄県 宜野湾市） 

中南部都市圏駐留軍用地跡地利用
広域構想 
（沖縄県 関係市町村） 

中南部都市圏駐留軍用地の緑
地保全及び緑化方策等検討調査
報告書（沖縄県） 

図 2-1 環境づくりの検討フロー 

環境づくりの
具体化 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 

（１）環境づくりの具体化検討 

  前頁の整理を踏まえ、環境づくりの具体的な考え方や手法等を検討する。 

 

１）広域的観点での環境づくりの考え方 

  本項では広域的な自然環境や景観、都市骨格等の考え方を示す。 

 

①広域の水と緑の構造 

  普天間飛行場を取り巻く水と緑の構造は普天間川、比屋良川、及び地下水脈による水の軸、 

 中城地域の尾根や斜面緑地、並松街道等による緑の軸によって構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-2 広域の水と緑の構造図 

※「広域構想」「中間取りまとめ」の成果から読み取り
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

２）跡地全体の風景づくりの考え方 

 本項では基地跡地における普天間らしい風景を構成する要素である断面、平面、東西の自然・

歴史資源が集積する地区（東側・西側ゾーンとする）、歴史ゾーンについてそのイメージと考え

方を示す。 

 

①風景づくりの考え方（断面） 

 

 

 

山側から海側へと貫かれる、地形によってつくられる風景の階層構造を活かす 

海岸線と平行となる緑の軸線が階層構造の分節となり、各拠点ゾーンの景観的な区切りとなる 

斜面緑地 中部縦貫道路 並松街道 抱護林 

＜緑の屏風＞ ＜都市のシンボル軸＞ ＜歴史のシンボル＞ ＜丘陵と谷地形＞ 

 

 

 

 
斜面緑地～中部縦貫道路 

（大規模公園・振興拠点ゾーン）

中部縦貫道路～並松街道 並松街道～抱護林 

都市拠点ゾーン 居住ゾーン 居住ゾーン 旧集落 

目
標 

先進的な技術や多彩な人

材の誘致に向けて、優れた

環境のもとに、沖縄振興の

新たな舞台となる「創造と

交流の場」の形成 

複合的なまちづくりの原動力とす

るために、広域集客拠点、市民利

用施設及び都心共同住宅等を集め

て、宜野湾市の新しい都心の形成

 

跡地の特性を活かし、時

代の要請にこたえる、公

園・環境を活かした跡地

ならではの住宅地形成 

「歴史まちづくりゾーン」

として旧集落と文化の

再生を図る 

場
の
機
能 

－沖縄の発展をリードする

基幹産業の集積（誘致）

－知的生産の場 

 

－宜野湾市の新

しい都心・広域

集客拠点 

 

－中高層の都心

共同住宅 

（都市の利便を

享受できる生活

の場） 

－ゆとりある敷地・緑豊

かな環境づくりを重視し

た低中層住宅地 

（時代に伴う多様なライ

フスタイルに対応） 

－歴史的風景や民族文化

の再生に向けた住宅地

土
地
特
性 

－水盆上の厚みある琉球石

灰岩台地 

－草地の広がり・斜面緑地や

小山の微地形の林 

－地下水脈上を除く箇所は、比較的

薄い琉球石灰岩層 

－ほぼ平坦な地形、現況は飛行場の

芝生地、旧来は農地 

－緩やかな傾斜地形、薄い琉球石灰岩層 

－東側境界部は、小高い微地形と抱護林 

景
観
形
成 

＜丘の景＞ 

土地の広がり活かした 

「環境・景観」の形成 

＜活動の景＞ 

宜野湾市の新都心にふさわしい 

活気ある景観の形成 

＜歴史と里の景＞ 

沖縄の旧集落の構成を感じさせる抱護林等の緑によ

り囲まれたヒューマンスケールの空間・景観 

跡地全体の風景づくりの目標＝ 「緑の中のまちづくり」 

／これまでにない「緑の豊かさ」を見せる風景づくり 

図 2-3 風景づくりの考え方（断面） 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

②風景づくりの考え方（平面） 

階層状の地形及び資源の集積地を水みちや緑でつなぎ、普天間らしい風景をつくる 

階層状の地形を横断する地下水脈や緑でつなぐことで、 

資源の集積地等の価値の高い場所が引き立つ風景の創出 

 ・並松街道と中部縦貫道路が台地部の軸方向の骨格となり、風景をつくるシンボル軸となる。 

 ・階層状の地形を横断する揺らぎのある水みちが街区を区分するとともに、歴史資源の集積地と

緑の拠点をつなぐことでそれぞれのシンボル性を高める。 

 ・広がりのある風景の創出や緑の豊かさを感じられるように、また、緑のネットワークを広げる

ように、適時オープンスペースを創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水みち 

水みち 

水みち 

水みち 

水盆上の 

オープンスペース 

 

＜東側の緑の拠点 東側ゾーン＞ 

在来植生・歴史遺産が集積する公園

＜西側の緑の拠点 西側ゾーン＞ 

在来植生・洞穴が集積する公園

西海岸のシンボル軸 

（宜野湾横断道路） 

抱護林に抱かれた 

旧神山集落 

拝所･御嶽を取り 

囲む旧宜野湾集落 

瑞慶覧に続く斜面緑地 

＜緑の屏風＞ 

丘陵地と谷地形が
織り成す里の風景 

都市のシンボル軸 

中部縦貫道路 

大規模拠点からの緑の拡大 
水脈上の緑の 

ネットワーク 

既存の樹林を活かした

開発が可能なエリア 

 

リサーチパーク等高い

緑化率が可能なエリア 

既存の樹林を活か

した開発が可能な

エリア 

＜湧水保全・活性ゾーン＞ 

湧水が集積する既成市街地 

図 2-4 風景づくりのイメージ（平面） 

※図は「全体計画の中間取りまとめ」（H25.3 沖縄県 宜野湾市）に基づき作成した。

※資源の配置は「普天間飛行場跡地利用計画方針策定調査報告書（広域緑地(普天間

公園等)検討委員会編）」（H24.3 沖縄県 宜野湾市）を基に作成 

水みち 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 

③風景づくりの考え方（東側ゾーン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東側ゾーンは、残された歴史資源や空間構成を活用し、かつての宜野湾の文化的景観やアイデ

ンティティを想起させるエリアとして整備 

宜野湾 
横断道路 

地下水脈上
の緑地帯 

地下水脈上
の緑地帯 

宜野湾馬場 

神山トゥン遺跡 

神山ウシナー
遺跡（闘牛場） 

神山メーヌカー古湧泉

いこいの市民パークと
一体的な緑の創出

旧宜野湾集落 
緑の広がる宜
野湾の中心と
なる住宅地 

旧神山集落 
抱護林に抱かれた伝統的
な集落構成を活かす旧集
落の再生 

赤道渡呂寒原古集落

旧集落の中心施設の馬場
（かつての姿が感じられる空間） 

並松街道 
基地内全区間での再生を基本として、 
特に歴史まちづくりゾーンを拠点化 

西側ゾーンとの水と緑のネットワーク化 

中部縦貫道路 

伝統的な集落構成

要素を活かした例 

（沖縄新都心） 

歴史・記憶を想起させる

道の例（喜友名泉） 

大正 13 年頃の 

宜野湾並松と鳥居 

抱護林に囲まれた沖縄の伝統的な集落構造 

（美ら島の風景づくりのためのガイドライン）

神山テラガマ洞穴遺跡

明治 43年頃の 

宜野湾馬場の姿 

宜野湾メーヌカ―古湧泉 宜野湾クシヌウタキ遺跡 

図 2-5 風景づくりの考え方（東側ゾーン） 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 

④風景づくりの考え方（西側ゾーン） 

 

 

 

 

 

西側ゾーンは、地下水脈保全を図るように、北側を樹林や洞穴を活用した豊かな生態系を感じ

る空間、南側を平坦な地形を活用したオープンスペースとして整備 

中部縦貫道路

地下水脈上
の緑地帯 

地下水脈上の緑地帯 

斜面緑地の保全・緑
のネットワーク化 

遺跡と洞穴群を
緑で保全 

宜野湾横断道路 

フルチンガー 
重要な水脈の終着
点となる湧水 

西側ゾーンとの水と
緑のネットワーク化 

道路緑化（施設緑地）の例 
平面交差（浦安シンボルロード）

立体交差（陣ヶ下高架橋） 

←豊富な緑量 
の沿道緑化 

緑に囲まれた 
オープンスペース
やリサーチパーク 

リサーチパークの例 

（つくば研究学園都市） 

鍾乳洞の例（普天満宮鍾乳洞） 

水みちを阻害 
しない構造↓ 

図 2-6 風景づくりの考え方（西側ゾーン） 

西側斜面緑地 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 ３）都市構造・各ゾーンの考え方 

 本項では自然・歴史資源についてより具体的な都市構造や各ゾーンの考え方を示す。 

 

①自然・歴史資源を踏まえた土地利用の方向性 

自然及び歴史要素についてその価値や過年度検討結果において提示された方針等から、土地

利用の方向性を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源 価値 
方針（過年度検討

結果より） 土地利用の方向性 

自
然
資
源 

樹林地 

郷土古来の個体
群が維持される
ことが期待でき
る 

原則保全する 
（生態系・湧水等
に影響） 

現
存
す
る
大
規
模
緑
地
と
し
て
広
域
的
な

水
と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成 

【西側斜面緑地】 
急傾斜地で土地利用が図れない樹
林地が形成されているため、斜面緑
地として保全 
【東側緑地】 
遺跡や生態系が残るため緑地や公
園として保全 

丘陵斜面 
谷底低地 

視認性の高い
「緑の屏風」と
しての景観要素 

東側→微地形を活
かす／西側→斜面
緑地の保全 

地下水脈 
生態系・歴史文
化において重要
な自然要素 

原則保全する
（地上部は雨水浸
透が可能な状態と
する） 

水脈の分断を避け、地下水の涵養を
促進するための緑地・緑道 

洞穴・湧水 
自然環境・歴史
文化遺産として
も重要 

集積地に配慮 
（生態系に影響） 

多様な生態系の保全や鍾乳洞の入
口としての公園や緑地 

水盆 地下水の集積地 
緑地や地質に影響
を与えない建築基
礎構造とする 

地下水の涵養に寄与し、平坦な地形
の活用を図ることができる公園や
緑の多い施設等 

歴
史
資
源 

遺跡・拝所 

自然資源と関
連・かつての生
活を示す重要な
遺産 

保全が望ましい 
失
わ
れ
た
故
郷
の

原
風
景
や
地
域
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
想
起
さ
せ
る

ま
ち
づ
く
り
へ 

緑地内に残存する箇所が多いため
緑地や公園として保全 

並松街道 歴史・文化のシ
ンボル 

再生 松並木と、人が歩ける街道としての
再生 

旧集落跡 かつての生活の
中心の場 再生 ３つの集落(神山/宜野湾/新城)を

資源、立地に合わせて再生 

 

・資源の集積地においては

公園等の施設緑地とする

とともに、地形・歴史・

生活環境・水脈を感じさ

せる空間整備とする。 

 

・自然・歴史資源の分布地

以外（左図の白地部分）

については交通軸との関

係と併せて、土地利用及

び機能導入との連携を図

る 

主要な地下水脈

と洞穴の集積地 

緑で資源を守る 

水と生態系と共存

する姿を示す緑 

旧街道の姿と微地形を

感じさせる並松街道 

図 2-7 自然・歴史資源を踏まえた土地利用の方向性 

緑で修正する歴史遺産を守る

沖縄らしい緑と生活環境が共

生する抱護林 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 

②「全体計画の中間とりまとめ」に対する機能例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歴史まちづくりゾーン】 
遺跡や洞穴、御嶽等の集積地及び旧神山集落跡、並松街道跡と近接する一帯を歴史まちづくりゾーンと設定し、
失われたかつての宜野湾の風景やアイデンティティを想起させるエリアとする。 

＜沖縄の文化的景観の縮図であり、庶民の生活の歴史を象徴する場＞ 

自然や地形、歴史・文化の地域資源、水と緑の骨格が都市の構造をつくる。 

その骨格を活かした機能例を示す。 

西側ゾーン

・行政、商業等が集中する生活の
中心地であった 

・旧宜野湾集落跡 
 
新しい宜野湾の歴史を創る生活
文化拠点 

・集落の骨格などのかつての名残が多
く残る 

・ウタキ、遺跡、洞穴などが樹林と一
体的に残る 
 
【東側の緑の拠点】 
抱護林に囲まれた伝統的な集落構成 

・中世に遡る貴重な遺跡群
・豊かな樹林地、生態系の生息地 
 
【東側の緑の拠点】 
自然と遺跡群を活かした公園 

・東と西の緑の拠点をつなぐ
・重要な地下水脈 
 
水涵養や洞穴保全を促し、拠
点間を結ぶ水と緑のネットワ
ークとしての緑地帯や道路 

・大山湿地へとつながる水盆上
・跡地の中心に位置 
・西海岸側への眺望 
 
【西側の緑の拠点】 
・オープンスペース（平和希求、
交流広場、防災公園） 

・自然を活かす新産業・研究開発
などのリサーチパーク 

・主要な地下水脈の集積地
・既存樹林が多く残る西側の
緑の拠点 

【西側の緑の拠点】 
植物園等を中心とした公園 

図 2-8 「全体計画の中間とりまとめ」に対する機能例 

地下水脈上 

東側ゾーン 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

（２）緑の中のまちづくり 

１）緑の保全の考え方 

主な緑の保全箇所とその保全の考え方を示す。 

                 ③東側緑地と抱護林                 

・生活文化に密着した御嶽、歴史遺構との結びつきを感じさせるまとまった在来植生を保全し、東側

の緑のネットワークを形成する。 

・14 世紀頃から取り入れられた風水による沖縄伝統の緑の配置である抱護林を保全する。 

（家を取り囲む屋敷抱護、集落を取り囲む村抱護、複数の集落を囲む間切抱護等。村抱護には主にリュウキュウマツ

やフクギを使用。）※「沖縄の風水集落景観に関する植生学的研究」（琉球大学）に基づく 

      ①西側斜面緑地        

・斜面緑地の保全により西側の帯状緑地のネ

ットワークを形成する。 

 

多良間島のポーグ 雨粒天次御嶽 浜川御獄 

西側斜面緑地 

現存するまとまった在来植生を自然・歴史資源と併せて保全する。 

＜御嶽のイメージ＞ ＜抱護林のイメージ＞ 

      ②西側のまとまった緑     

・在来植生の集積地であるとともに、地下水脈、

洞穴や湧水等の資源の保全と併せた緑の保全を

図る。 

＜洞穴のイメージ＞ 
＜湧水のイメージ＞ 

① 
②

③ 

植生図

出典：「宜野湾市現存植生図」宜野湾市自然環境情報データベース

「広域緑地（普天間公園等）のゾーニング」及び植生図
より緑の保全のコアエリアを抽出 

植生図 

普天間飛行場跡地利用計画方針策定調査報告書
（広域緑地（普天間公園等）県都委員会編）より

図 2-9 緑の保全の考え方 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

２）緑の拠点とネットワーク化の考え方 

   緑地を形成する上で、主な拠点及びネットワークとなる施設の考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（仮称）普天間公園の整備       
・既存のまとまりのある緑の保全と併せて、「万国

津梁」の再興のシンボルとして、約 100ha に及ぶ

大規模な（仮称）普天間公園を整備する。 

 

 

②並松街道の整備             
・宜野湾の昔を偲ぶ並松街道を、市民の緑豊かな散策コース

として歩車共存道路等により再生整備を図る（両側に最低

1.5ｍ幅で植栽帯が全長約 3.8km で再生された場合、約 1ha

の緑地の創出となる）。 

 

③地下水の涵養                                  
・大規模公園付近から西海岸に注ぐ貴重な地下水脈（洞窟等）上部は、地域の自然の豊かさを象徴する資源として、

緑道や公園の整備、民有地のオープンスペースを誘導等により、緑地を創出する。 

 

④御嶽や旧集落地の緑地の環境整備   
・御嶽を中心に、旧集落を思い起こさせる石畳や石

垣、拝所、ヒンブン、防風林、生垣などの要素を

活かして、地域コミュニティの拠点となる近隣公

園などの整備を図る。 

⑤まとまりの小さい緑地整備         
・既存のまとまりの小さい緑地は、極力近隣公園や街区公園
に含めて、施設緑地として保全する。 

 

⑥身近な街路樹や公園の整備                
・当該地区の人口フレームを約 2万人（広域構想より想定）とした場合、1近隣住

区の標準人口 1万人を用いると、当該跡地は、2近隣住区の規模と想定できる。

・幹線道路と補助幹線道路に、道路 

構造令の標準幅員 1.5ｍの植栽帯 

が連続的に整備された場合、街路 

樹緑地は約 6ha となる。 

・2近隣住区として、近隣公園(2ha) 

を 2 か所、街区公園(0.25ha)を 2 か 

所（御嶽等の公園を含む）整備され 

た場合、6ha の緑地整備となる。 

一枚岩と石畳（喜友名泉）拝所 佐真下公園 ガジュマル児童公園 

【都市の骨格となる 

緑化のフレーム】

 

・（仮称）普天間公園 約 100ha

・並松街道     約  1ha 

・街路樹     約  6ha 

・近隣公園・街区公園 約 6ha

 

計        約 113ha 

図 2-10 緑の拠点とネットワーク化の考え方 

凡例 

幹線道路（２車線以上） 

補助幹線道路（2車線） 

街区公園（誘致圏半径 250m）

近隣公園（誘致圏半径 500m）

1近隣住区 
標準面積：100ha(1km×1km) 
標準人口：10,000 人 
街区公園：4 か所 
     標準面積(2ha) 
近隣公園：1 か所 
     標準面積(0.25ha) 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

３）民有地の緑の誘導の考え方 

  主な誘導手法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地区計画等緑化率条例制度の活用（都市緑地法）

・跡地開発の全エリアにおいて、宅地内緑化を誘導するた

め、地区計画を定める際、緑化率規制の項目を設ける。

 

（例）北谷町キャンプ桑江北側返還地区 

・緑化率 10％（第一種住居地域・低層） 

※165 ㎡以上の敷地 

①「緑化地域」の設定（都市緑地法）    
・宜野湾市内の用途地域が指定されている全区域を対象

に、幹線道路等の街路樹と一体となって豊かな緑の軸

を創出するため、地域開発に影響の大きい大規模敷地

（1,000 ㎡以上を想定）の建築物の開発に対して、緑

化率を定め緑化を誘導する。 

 

（例）幹線道路の交差点の角地（面積 1,000 ㎡以上） 

  ・前面道路から２ｍのセットバックにより緑地の誘

導を考えた場合、15％緑化率の設定により誘導が

可能。 

主要道路沿いの場合 その他道路沿いの場合 

 

 

③総合設計制度の導入（建築基準法）   

・できるだけ多くの大規模敷地において、豊かな

緑地が創出され市民へ公開されることを目途

に、総合設計制度等を導入する。 

・当該制度は、緑化や公開空地等の市街地環境の

形成に寄与する開発に対して、特定行政庁の許

可により容積率や斜線、絶対高さの緩和を図る

制度であり、良好な民間開発を誘導する有効な

手法であり、詳細は、宜野湾市独自の条例で定

めることができる。 

・この制度の導入により、緑化に前向きな民間開

発の誘導を図ることができる。 

※なお、宜野湾市は、特定行政庁である。 

（例）敷地 20％の緑化とその公開を条件に容積率等の緩和を

図るとした場合、道路側に緑豊かなオープンスペースが

形成され、地域の憩いの場などとして利用される。開発

業者にとっては、新たな敷地を購入せずに、容積の割増

によって、土地の有効高度利用が可能となる。 

一般の計画 容積率斜線制限等の緩和 

④モデル地域での緑地協定制度の活用（都市緑地法）                    
・振興拠点ゾーン等においては、低炭素社会を先導 

するエリアとして、他エリアよりも緑化率を大き 

めに土地利用権者と緑地協定を結び、緑豊かで潤 

いある振興拠点ゾーンを創出する。 

・その他保留地処分の際、住宅開発のデベロッパー 

等とは、一般的な住宅地の先行的なモデル開発と 

なるように、緑化率を一般住宅地より大きめに 

設定した緑地協定を結ぶ。 

 

道沿いの植え込み 生垣 

壁面ツル植物 
玄関・ポーチの植木 

シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー 

（例）戸建住宅の場合の緑地協定イメージ（千葉市） 

図 2-11 民有地の緑の誘導手法 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 
４）緑化のストラクチャープラン 

施設緑地と地域制緑地の段階整備の考え方を踏まえ、緑化のストラクチャープランを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

緑地分類 
面積

（ha） 
割合
（％） 

施設

緑地 

（仮称）普天間公園 100 20.8 

並松街道 1 0.2 

道路整備による緑地 6 1.2 

公園整備による緑地 6 1.2 

地域

制緑

地 

民有地の緑化誘導に

よる緑地 
23 4.8 

公有地の緑化誘導に

よる緑地 
11 2.3 

緑地面積 計 147 30.5 

※地区総面積 481ha 

【STEP1】現存する重要な緑の保全                                                         
・貴重な生態系の生息地でもある現存する緑地について、在来種樹林は（仮称）普天間公園の整備により、斜面緑地

は緑地保全地区等により保全する。 

【STEP2】大規模拠点とネットワーク化                                                   
・涵養水や歴史資源の集積地は、在来種樹林を取り囲むように（仮称）普天間公園の施設緑地として創出し、緑の大

規模拠点とする。                    
・その他並松街道、中部縦貫道路など道路緑化や近隣街区の整備によって、拠点同士をつなぐネットワークとする。
・地下水脈上は公園や緑道、あるいは建物のセットバック部への緑化を組み合わせて、緑地帯として地下水の涵養を
促進する。 

【STEP３】敷地内の緑化を誘導                                                               
 ・振興拠点や都市拠点、中高層の集合住宅等の大規模敷地では 20％以上、低層住宅地などの小規模敷地では 10％以上

の緑化を誘導する。 
 ・北側の現存する樹林は、極力残すような宅地開発を誘導する。

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
】 

残
存
す
る
重
要
な
緑
の
保
全 

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
】 

大
規
模
拠
点
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化 

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
】 

敷
地
内
の
緑
化
を
誘
導 

施
設
緑
地 

水
脈
上
の
緑
地
帯
既
存
樹
林
を
含
む 

開発に際して植生を計画的に保全あ

るいは遷移させ、残された植生と植

栽整備が一体化 

例：港北ニュータウン・グリーンマトリックス 

在来種植生・涵養水集積

（⇒公園施設） 

在来種植生・ 

歴史資源集積 

（⇒公園施設）

斜面緑地の保全 

（⇒緑地保全地区等） 

 

自然・歴史資源集積 

（⇒公園施設） 

涵養水集積（水盆） 

（⇒公園施設） 

補助幹線道路及び 

近隣・街区公園配置 

並松街道や主要

道路沿線の緑化
水道状の緑地帯 

⇒緑道や公園、民有地、公有地

既存樹林を活かした開

発で、20％以上の制限も

行いやすいエリア 

公園と一体的なリサーチパーク等、緑地
を確保しやすい土地利用で、さらに緑化
率を高くすることが可能なエリア  
 ⇒水盆上の水の涵養効果も期待 

湧水の集積 

（⇒湧水保全 

・活性ゾーン）

民有地・公有地は全体として敷地の 10～20％の緑化誘導

図 2-12 緑化のストラクチャープラン 

地
域
制
緑
地 

基地全体の３０％以上の緑地を確保 
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第Ⅱ章 取組み内容の具体化 

 ５）ゾーンごとの緑化誘導手法 

  横断方向ごとの緑化誘導及び緑の形状を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  緑化地域・ 

地区計画 

・緑地協定 

施設緑地 

（公園） 

歴史まちづくりゾーン 

（並松街道～旧集落、公園）

普天間飛行場跡地

 

振興拠点

ゾーン 

抱護林 

大規模公園エリア

湧水保全・ 

活性ゾーン 

 

特別緑地保全地区等 

（都市緑地法） 
施設緑地 

(道路等) 

緑化地域・地区 

計画・緑地協定 

地下水脈の終点であ

る湧水の大部分は、

斜面緑地の裾に分布

する。そのため基地

内での洞穴の保全や

水涵養の促進に加え

て、基地外湧水部の

保全・整備が重要で

ある。 

 

保全に際しては既存

の公園内での保全

（例:森の川公園）や

農業用水（例:大山湿

地）だけでなく、住

宅地内におけるコミ

ュニティ活動の場と

しての利活用などが

考えられる。 

 

 

 

湧水保全・活性ゾーン 斜面緑地 西側ゾーン 中部縦貫道路 並松街道 東側ゾーン

西海岸などから見た

時に豊かな緑量を感

じさせる斜面による

立体的な緑 

緑地面積を確保できる土地利

用により、俯瞰で見た時に西側

緑地ゾーンが広がって見える

平面的な緑 

沿道緑化によ

る中南部を結

ぶ緑の軸 

歴史まちづく

りゾーンのエ

ッジとなる緑

の軸 

微地形を感じ

させる立体的

な緑 

振興拠点ゾーン 

（仮称）普天間公園と一体となって、豊かな水と

緑、生態系を有する緑地空間に囲まれた振興拠点 

 
 
 
 
 
 

 
（事例：つくば研究学園都市） 

都市拠点ゾーン 

緑豊かなオープンスペースと、高度利用の図ら

れた、まちづくりの原動力となる都市空間 

 
 
 
 
 

 
 
 

（事例：三井住友海上駿河台ビル・駿河台新館） 

居住ゾーン（中高層住宅） 

多様なライフスタイルの実現に向けて、ゆとりの

ある敷地と緑豊かな住環境 

 
 
 
 
 

 
 

（事例：埼玉県 グランシンフォニア管理組合） 

居住ゾーン（低層住宅） 

旧集落・並松街道などの歴史的な特性を活かし、

身近な緑に囲まれた住環境 

 
 
 
 
 

 
（事例：那覇新都心 天久クレッセント） 

【手法の一例】当該エリアの土地利用者権と緑地協

定を結び、緑豊かで開放的な緑地空間を誘導 

【緑の形状】 既存の緑地を活かしながら
開発し、建物・敷地全体を覆うボリューム
のある緑を育てる。 

【手法の一例】民間の前向きな取組みや総合設計

制度により開放的な緑地空間を誘導 

【緑の形状】中高層化による創出した 
オープンスペースと周辺街路との一体
的な緑道整備、屋上・壁面緑化を組み合
わせた立体感のある緑を育てる。 

【手法の一例】緑化地域制度により各敷地の緑化を

誘導 

【緑の形状】中高層化による創出したオー
プンスペースと周辺街路との一体的な緑道
整備やポケットパーク・街路樹などの面的
な緑を育てる。 

【手法の一例】地区計画を用いて、各敷地の緑化

を誘導 

【緑の形状】セットバック部への緑化や
生垣、壁面緑化により緑地空間及び街路
空間と連続する緑を育てる。 

図 2-13 ゾーンごとの緑化誘導手法と緑の形状 

地域で管理されている

カー（北中城村・大城） 

都市拠点ゾーン 居住ゾーン 
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第Ⅱ章 取組内容の具体化 

（３）「宜野湾の歴史」が見えるまちづくり 

  本項では戦前の宜野湾の歴史を象徴する旧集落及び並松街道について、歴史や特徴等の概要、

また再生に関連する資料や事例などを踏まえ（参考資料参照）、それらの整備の方向性やイメ

ージを検討する。 

１）旧集落（宜野湾・神山・新城） 

 宜野湾、神山、新城の 3つの旧集落における風景づくり、まちづくりの考え方を以下に示す。 

・宜野湾、神山、新城旧集落は並松街道に接し、栄えた地域であった 

・過年度検討結果において、自然要素・歴史文化要素を踏まえつつ、現代の生活や需要に合っ

た住宅地開発が望ましいとされている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 旧宜野湾集落 旧神山集落 旧新城集落 

航
空
写
真
と
集
落
の
重
ね
合
わ
せ 

（
上
・
昭
和
二
十
年 

下
・
平
成
二
十
年
） 

 
 

特
徴 

・宜野湾馬場など交通・人の要所であ
った 

・行政施設や商業など宜野湾村の中心
地であった 

・伝統的な集落形態(抱護林・カー)が
形成されていた 

・比較的裕福な集落で屋敷が大きかっ
た 

・海外移民が多い集落であった 
・屋敷林が現在でも残存している 

位
置 

付
け 

・過年度検討結果においては並松街道
などの歴史的要素を含む住宅地エ
リアと位置付けられる 

・豊富な緑が貴重な生物の生息地であ
り、ウタキ、洞穴などが密集する自
然環境としても歴史・文化遺産とし
ても重要な価値を有する 

・過年度検討結果においては都市・交
通軸に位置する 

 

 鉄軌道と連携した街づくり
（都市軸のゲート）

緑の広がる宜野湾の中心と
なる住宅地（生活の中心地） 

伝統的な旧集落の再生 
（歴史・文化のコアゾーン）

※ 航空写真と集落の重ね合わせは、「ぎのわんの地名―内陸部編―／宜野湾市教育委員会」より 

図 2-14 旧集落再生のイメージ 
天久クレッセント（那覇市） 王国村/おきなわワールド（南城市） 那覇新都心（那覇市） 

旧宜野湾集落

旧神山集落

旧新城集落

3 地区の立地に合った自然・歴史と
共生するまちづくりを行う 
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２）並松街道 

   並松街道の再生の方向性、整備手法の例、及び整備イメージを示す。 

  再生の方向性                                         

・歴史性や文化性を感じる地域のシンボル道路として整備 

・基地跡地から普天満宮まで続く並松街道の再生が基本 

・旧集落の再生や住宅地開発、普天満宮周辺まちづくりと連携した事業推進 

 

 

 

 

 

 

   

 

  整備手法の検討                                    

＜費用創出＞ 

・国・県の森林関連予算の活用 

・市民まちづくり予算の活用 

 ・松のオーナー制度 
 
 
＜整備過程＞ 

・旧集落の郷友会やＮＰＯ等の団体による活動の主導 

・復元図や模型の作成 

・住民・ボランティアによる植樹活動・維持管理 

 

  再生イメージ                                     

・地域振興の資源の一つとして地域の歴史文化軸を形成 

・歩行者中心の道づくり 

・沿道のにぎわいと維持管理を考慮した街道復元（官民連携スキーム等を活用） 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-15 並松街道の整備イメージ 
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